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三次市の行財政改革の取り組み 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ⅰ 行財政改革の基本方針 

 

 １ 市民と行政の行財政改革基本理念 
 
         公明正大な行政のための徹底した情報公開 
 
         現場主義の市民と行政の協働，組織風土改革 
 
         選択と集中のトータルバランス 
 
 
 ２ 行財政改革の必要性 
   合併により，管理部門の統合・効率化，特別職や職員の削減を進め，約１５億円の歳
出削減を行うことができた。しかし，その後も地方分権や三位一体改革の進展の中で，
一層の行財政基盤の強化と合理的・効率的な行政運営の確立が求められ，自らの判断と
責任で必要な行政サービスを提供できる体制づくりが急務である。スリムでフットワー
クが良く，市民との協働によるまちづくりを実践する行政の実現のため，更なる行財政
改革が必要である。 

 
 ３ 行財政改革の目的 
   未来の三次市民に夢の持てる地域を引き継ぐために，今の私たちの責任を果たし，限
られた資源を本当に必要なことに有効に使い，創意と工夫で市民が誇れるまちをつくる。 
 

 ４ 計画期間   
  ・大 綱     平成１７年度～平成２２年度（６年間） 
  ・推進計画・個別計画の策定 

前期推進計画 平成１７年度～平成１９年度（３年間） 
後期推進計画 平成２０年度～平成２２年度（３年間） 

  
５ 行財政改革の重点項目 
 
 
 
 

透 明 

参 加 

選 択 

① 透明な市政と市民協働の地域づくり 
1) 徹底した情報公開と市民への積極的な情報提供 
2) 市民と行政の協働による地域づくり  3) 監査機能の強化 

 三次市では，平成１７年８月「三次市行財政改革大綱」を策定し，「透明」「参加」「選択」の基本

理念に基づいた 7 つの重点項目を定め，具体的な取り組みや数値目標を明示した推進計画・個

別計画を作成し，徹底した行財政改革に取り組んできた。 

 本年度は計画期間の最終年度にあたり，若干の期間を残しているが，平成２３年度以降の新た

な行財政改革に切れ目なく取り組むため，平成２２年度末の見込みも含め，６年間の取り組みに

ついて取り組みをまとめた。 
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Ⅱ 前期推進計画の取り組み  

 
○ 累積削減効果額                      約１８億９千４百万円 
（削減効果額の大きなもの） 
・定員管理計画に基づく職員の削減              約６億１千２百万円 
・指定管理者導入による公共施設の徹底活用          約３億３千５百万円 
 
○ 取組項目 ６１項目 
 ＜取組が進まなかった主な項目＞ 

項  目 実  績 後期計画への反映 

○保育所運営の民間委託 

  十日市保育所他３保育所の民間

委託 

準備・調整に時間を要し実施で

きなかった。 

東光保育所の民間委託の検

証期間として位置づけ，今後

の方向性を決定する。 

○学校給食の民間委託 

 平成１９年度から順次民間委託し

平成２１年度には全学校給食調理

場を民間委託 

耐震性，設備老朽化の問題が

あり実施に至らなかった。 

単に業者へ委託する考えから

踏み出し，地域内の団体への

地産地消の取組とあわせた委

託の可能性等，モデル実施し

ながら検討 

② 民間活力の活用と役割分担 
1) 事務事業の民間委託等の推進 2) 民間経営手法の導入等の推進 
3) 市民の多様な力の活用     4) 市民と行政の役割分担 

③ スリムで自立した組織づくり 
1) 組織・機構の再構築  2) 適正な定員管理の推進  3) 事務処理の改善 
4) 事務・権限移譲の推進  5) 行政と地域の情報化の推進 
6) 広域行政の取り組み    7) 公社等の見直し 

④ 職員の人材活用と組織風土改革 
1) 職員の意識改革  2) 組織風土改革  3) 人材育成の充実強化 
4) 人材活用の充実強化  5) 給与の適正化の推進  6) 福利厚生事業と職員の健
康管理 

⑤ 公共施設の徹底活用（ファシリティマネジメント） 
1) 公共施設の活用改革  2) トータルコストでの継続的な見直しと財源再活用 
3) 使用料の見直し  4) 既成概念の打破 

⑥ 使いみちの厳選 
1) 行政評価による事務事業の見直し  2) 投資的経費の選択と集中 
3) 枠配分予算編成（自己決定・自己責任型予算編成）への転換 

⑦ 自主・自立の財政基盤づくり 
1) 市単独補助金の適正化  2) 市税や使用料等の確保  3) 経常的経費の節減 
4) 長期債務の適正化  5) 財政状況の公表  6) 市立病院事業経営の健全化 
7) 上下水道事業経営の健全化 
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○民間手法の導入等の推進（ＰＦＩ

手法の調査・研究・導入） 

 三次駅周辺整備事業にＰＦＩ導入 

 

事業者の見込みがなく，公共事

業として整備する方針とした。 

後期計画からは削除 

○人材バンク登録制度 

 平成１８年度から実施 

運営方法や設置要綱等の準備

が進まず実施できなかった。 

平成２２年度を目標に設置す

る計画 

 

○事務処理の改善(事務の集中化) 

 会計事務を｢課｣単位から「部」単

位へ移行する。民間委託が可能な

事務の取組の推進 

効率化の課題があり，進まなか

った。 

取組内容を変更し，公共料金

（電気・電話・水道料金）につ

いて，各課同一事務を会計課

にて一括処理する。 

○公社等の見直し 

 三次市観光協会の統合化につい

て，Ｈ21 年度の統合を目標に,準備

段階として連合体の設立や事業の

共同化を進める。 

それぞれの運営形態や事業内

容の相違により，協議に時間を

要し統合に至らなかった。 

平成 22 年度を目標に統合を

進める。 

 

Ⅲ 後期推進計画の取り組み 

 
○ 累積削減効果額                       約１２億４千万円 
（削減効果額の大きなもの） 
・定員管理計画に基づく職員の削減              約４億９千４百万円 
・上水道事業経営の健全化（民間委託，低利な起債への借換による利子分の効果等）    

約２億２千４百万円 
 
○ 取組項目 ６２項目 
 ＜取組が進まなかった主な項目＞ 

項  目 実  績 今後の方向性 

○学校給食業務の民間委託 

 民間委託推進計画を策定

し，地域起業等多様な委託形

態を検討するとともに，モデル

箇所の設定等民間委託の準

備を進める。 

実施自治体の視察研修の実施。 

モデル箇所の設定等，民間委託

に向けた具体的な準備，条件整

備が進まなかった。 

本年度策定する民間委託推進計

画に基づき，具体的な取組を進

めていく。 

○公社等の見直し 

 三次市観光協会の統合化に

ついて，Ｈ２２年度の統合を目

標に協議を進める。 

各観光協会の状況等について聞

取りを行った。情報の共有化や発

信等における協力の必要性は共

通認識であるが，それぞれの観

光路線で運営を行なっており，統

合の結論には至っていない。 

 

引き続き，自立運営に向けた指導

が必要である。 
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○市民の多様な力の活用 

 平成２２年度に人材バンクを

設置し，登録と活用を促す。 

生涯学習やまちづくりの分野にお

ける人材登録バンクについては，

人材要件の客観的見極めが困難

であり，また個人情報保護の観点

からも設置に至っていない。 

 

生涯学習，まちづくりの分野では

設置の必要性を再検討するととも

に，市民ニーズが見込まれる，文

化・スポーツ分野においては設置

にむけ検討していく。 

○福利厚生事業と職員の健

康管理 

 メンタルヘルス対策の充実 

相談事業，ラインケア強化のため

の研修を実施したが，目標として

いたメンタル疾患による長期療養

者０人には至っていない。 

引き続き研修，ラインケアの充実

を図る。 

 

 

Ⅳ ま  と め 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  行財政改革には不断の取り組みが必要であり，この６年間で成果を得たものについては，
引き続き継続して取り組み，より高いレベルでの「達成」を目指し，達成できなかったも
のについては，充分検証を行い，次期大綱及び推進計画策定につなげていく必要がある。 
 
  直面している人口減，税収減という厳しい社会情勢の中，本市における現状を的確に認
識し，将来にわたって持続可能で安定した行財政運営を行い，未来の三次市民に夢の持て
る地域を引き継ぐ事のできる行財政改革を，今後更に推進してまいります。 
 
 
 

 

                        

【透 明】  
★各種媒体を通じ積極的
な情報公開を推進すると
ともに，重要事業の意思決
定過程や審議経過も含め
情報提供を行い，行政の透
明性確保に努めた。 
 
 
 
 
 
★引き続き，徹底した情報
公開と情報共有に努める
必要がある。 

【参 加】  
★市民と行政の協働の拡大をめざ
し，三次市まち・ゆめ基本条例を
制定，地域まちづくりビジョン実
現に向けた支援を実施。 
民間で実施する方が効率的・効
果的に市民サービスの向上が図れ
るものは民間委託を進めるととも
に，委託先は，地域内での雇用創
出など，地域の人材育成や活性化
につなげることも視野に入れた。 
 
★引き続き，行政の担うべき役割を
重点化し可能な限り民間委託を推
進する。また，スリムで一体的か
つ柔軟な組織と，それを担う高い
意欲や実践力のある職員を育成す
ることが必要である。 

【選 択】  
★行政評価システムによ
り事業の継続的な見直し
を行うとともに，緊急度や
必要性を判断しながら事
業の「選択」と「集中」を
実施。行政コスト削減，経
費節減，自主財源確保等の
取組により，財政面での改
善が図られた。 

 

★今後は更に厳しい財政
状況が予測され，更なる
「選択」と「集中」による
確固たる財政基盤づくり
が必要である。 

三 次 市 

平成２２年１２月 


